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 土地改良法（昭和 24年法律第 195 号）第 18条第 17 項の規定により、佐賀西

部土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨届出があった。 

  令和２年５月１日 

               佐賀県知事  山  口  祥  義    

役職名 氏名 住所 就退任年月日 

理事 林 富佳 小城市三日月町織島1675番地 令和２年３月31日

退任 

〃 木下 繁 多久市東多久町大字納所3326番

地２ 

〃 

〃 松﨑 逸夫 佐賀市大和町大字川上794番地

３ 

〃 

〃 高園 久登 〃  〃  〃   4218番地 〃 

〃 梶〓 忠彰 多久市南多久町大字下多久310

番地 

〃 

〃 北島 松夫 〃  〃   〃    1774

番地 

〃 

〃 荒谷 芳之 〃  〃   〃    466

番地 

〃 

〃 森永 実 〃  東多久町大字納所4811番

地 

〃 

〃 大園 次雄 小城市小城町船田43番地 〃 

〃 三根 實 〃  〃  栗原367番地 〃 

〃 吉谷 好弘 〃  三日月町久米2070番地１ 〃 

〃 合瀬 健一 〃  〃   織島2602番地１ 〃 

〃 陣内 〓紹 〃  〃   長神田1284番地 〃 

〃 土井 功博 〃  牛津町下砥川559番地 〃 

〃 江里口 秀次 〃  小城町164番地16 〃 

監事 宮副 利章 佐賀市大和町大字久留間4987番

地 

〃 

〃 円城寺 忠博 多久市東多久町大字納所2176番

地 

〃 

理事 林 富佳 小城市三日月町織島1675番地 令和２年４月１日

就任 

〃 木下 繁 多久市東多久町大字納所3326番

地２ 

〃 

〃 松﨑 逸夫 佐賀市大和町大字川上794番地

３ 

〃 

〃 高園 久登 〃  〃  〃   4218番地 〃 
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〃 北島 松夫 多久市南多久町大字下多久1774

番地 

〃 

〃 荒谷 芳之 〃  〃   〃    466

番地 

〃 

〃 森永 実 〃  東多久町大字納所4811番

地 

〃 

〃 今泉 政彦 〃  南多久町大字下多久1235

番地 

〃 

〃 三根 實 小城市小城町栗原367番地 〃 

〃 合六 重俊 〃  〃  池上2653番地 〃 

〃 合瀬 健一 〃  三日月町織島2602番地１ 〃 

〃 陣内 〓紹 〃  〃   長神田1284番地 〃 

〃 松尾 武敏 〃  〃   久米1605番地 〃 

〃 土井 功博 〃  牛津町下砥川559番地 〃 

〃 江里口 秀次 〃  小城町164番地16 〃 

監事 宮副 利章 佐賀市大和町大字久留間4987番

地 

〃 

〃 円城寺 忠博 多久市東多久町大字納所2176番

地 

〃 

 

 


